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処分の概要 学校施設の返還命令

法 令 名

根 拠 条 項
学校施設の確保に関する政令 第4条

法 令 番 号 昭和24年政令第34号

【基準】

政令第4条の規定による。

(返還命令)

第4条 管理者は、学校教育上支障があると認めるときは、学校施設の占有者に対してその学

校施設の全部又は一部の返還を命ずることができる。但し、前条第1項第1号に該当する場合

及び他の学校が学校教育の目的に使用する場合は、この限りでない。
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